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【申請窓口】 

佐世保市 

中央保健福祉センター ３Ｆ 長寿社会課 介護保険係    

 注1）代行申請も可能（下記参照） 

代行申請も可能 

 申請（新規・更新・変更） 

 
（実施機関） 

・佐世保市役所  

・佐世保市社会福祉協議会  

認定調査 
 

・かかりつけ医 

・保険者が指定した医師 

（かかりつけ医がない場合） 

主治医意見書 

 

市町村長が任命する保健・

医療・福祉の学識経験者 

5名程度 

○医師 

○歯科医師 

○薬剤師 

○保健師 

○介護支援専門員 

         など 

介護認定審査会 

要介護１～５ 

要支援１・２ 

非 該 当 

 

・指定居宅介護支援事業者 

・本人、家族等で作成 

（セルフプラン） 

※予防も、セルフプラン 

可能です。 

ケアプラン作成 

 

居宅サービス           

１居宅介護支援          

２訪問介護            

３訪問入浴介護          

４訪問看護            

５訪問リハビリテーション     

６居宅療養管理指導        

７通所介護            

８通所リハビリテーション     

９短期入所生活介護        

１０短期入所療養介護         

１１特定施設入居者生活介護     

１２福祉用具貸与          

１３福祉用具購入 

１４住宅改修 

介護サービス（介護給付） 介護保険法 

 

居宅サービス                   

１介護予防支援          １０介護予防短期入所療養介護 

２介護予防訪問介護        １１介護予防特定施設入居者生活介護 

３介護予防訪問入浴介護      １２介護予防福祉用具貸与  

４介護予防訪問看護        １３介護予防福祉用具購入  

５介護予防訪問リハビリテーション １４介護予防住宅改修 

６介護予防居宅療養管理指導    地域密着型サービス 

７介護予防通所介護        １５介護予防認知症対応型通所介護 

８介護予防通所リハビリテーション １６介護予防小規模多機能型居宅介護 

９介護予防短期入所生活介護    １７介護予防認知症対応型共同生活介護 

 

介護予防サービス（予防給付） 介護保険法 

一般介護予防事業 

注1）代行申請 

申請の代行ができる者 

●ご本人のご家族 

●介護保険法第27条1項で規定されている事業者は、この規定に

より「業」として介護認定の代行申請を行うことができる。 

※介護保険法第27条1項で規定されている事業者とは、 

地域包括支援センター 

厚生労働省令で定めた指定居宅介護支援事業者 

地域密着型介護老人福祉施設 

介護保険施設 ほか 

●その他、社会保険労務士・成年後見人・生活支援員・民生委員

など。 

 

 

○被保険者を代表する委員 三人 

○市町村を代表する委員 三人 

○公益を代表する委員 三人以上 で構成 

委員は都道府県知事が任命。 

介護保険審査会 

※サービスに関する相談・苦情 については 

第三者委員会 で申し立てることができる。 

第三者委員会でも解決できない場合は、 県社協の 

 運営適正化委員会 に申し立てることも可能。 

 

「長崎県国保連合会 介護サービス苦情相談窓口」もある。 

第六二条 

 
地域包括支援センター等 

※介護予防・生活支援サービス事業

のみを利用する場合は、地域包括支

援センターに依頼してください。 

 

 

ケアプラン作成 

 

介護予防・生活支援サービス事業 

 

１５おむつ購入費の支給(市町村特別給付) 

１６訪問理美容（市町村特別給付） 

  施設サービス 

１７介護老人福祉施設 

１８介護老人保健施設 

１９介護医療院 

  地域密着型サービス 

２０夜間対応型訪問介護 

２１定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

２２認知症対応型通所介護 

２３地域密着型通所介護 

２４小規模多機能型居宅介護 

２５看護小規模多機能型居宅介護 

２６認知症対応型共同生活介護 

２７地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

２４地域密着型特定施設入居者生活介護 

 


